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議案第  号 

 

 

 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例案を次のように提

出する。 

 

 

  平成２３年 月  日 

 

 

三次市長 増 田 和 俊  

 

 

   スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例（案） 

 

 （三次市スポーツ振興審議会設置条例の一部改正） 

第１条 三次市スポーツ振興審議会設置条例の一部を改正する条例（平成１６年

三次市条例第２７９号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に改める。 

  第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号。以下「法」という。） 

第１８条第２項」を「スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３１条」

に，「，三次市スポーツ振興審議会」を「，三次市スポーツ推進審議会」に改

める。 

  第２条各号列記以外の部分中「，法第４条第４項及び第２３条に規定するも

ののほか」を削り，「スポーツの振興」を「スポーツの推進」に改め，同条第

７号中「スポーツの振興」を「スポーツの推進」に改める。 

 （三次市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

第２条 三次市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
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（平成１６年三次市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「 

文化財保護委員会委員 日額  ７，８００円 
歴史民俗資料館運営審議会委員 日額  ７，８００円 

                            」を 

 「 

文化財保護委員会委員 日額  ７，８００円 

                            」に， 

 「 

体育指導委員 年額 ３６，０００円 
スポーツ振興審議会委員 日額  ７，８００円 

                            」を 

 「 

スポーツ推進委員 年額 ３６，０００円 
スポーツ推進審議会委員 日額  ７，８００円 

                            」に改める。 

 （三次市体育施設設置及び管理条例の一部改正） 

第３条 三次市体育施設設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第１２８号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「，スポーツの振興」を「，スポーツの推進」に改める。 

  第２１条を第２３条とし，第１６条から第２０条までを２条ずつ繰り下げる。 

  第１５条第１項中「第９条」を「第１０条」に改め，同条を第１７条とする。 

  第１４条の２を第１６条とする。 

  第１４条を第１５条とし，第１０条から第１３条までを１条ずつ繰り下げる。 

  第９条第１項第３号中「第６条第２項各号」を「第７条第２項各号」に改め， 

同条を第１０条とする。 

  第８条を第９条とし，第７条を第８条とし，第６条を第７条とする。 

  第５条中「第６条，第８条，第９条，第１２条，第１５条及び第１７条」を

「次条，第９条，第１０条，第１３条，第１７条及び第１９条」に改め，同条

を第６条とする。 
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  第４条の２を第５条とする。 

  別表第３中 

 「 

  別表第３（第１２条関係） 

              」を 

 「 

  別表第３（第１３条関係） 

              」に改める。 

  別表第４中 

 「 

  別表第４（第１４条の２関係） 

                」を 

 「 

  別表第４（第１６条関係） 

              」に改める。 

 

 （三次市営水泳プール設置及び管理条例の一部改正） 

第４条 三次市営水泳プール設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第１２９

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）第１条及び同法第

１２条の目的を達成するために」を「スポーツ基本法（平成２３年法律第７８

号）第４条の規定に基づき，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため，」に改める。 

  第１７条を第２０条とし，第１４条から第１６条までを３条ずつ繰り下げる。 

  第１３条第１項中「第９条」を「第１１条」に改め，同条を第１６条とする。 

  第１２条の２を第１５条とする。 

  第１２条を第１４条とし，第４条から第１１条までを２条ずつ繰り下げる。 

  第３条の３を第５条とする。 

  第３条の２を第４条とする。 
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  別表第２中 

 「 

  別表第２（第３条の２関係） 

               」を 

 「 

  別表第２（第４条関係） 

             」に改める。 

  別表第３中 

 「 

  別表第３（第１０条，第１２条の２関係） 

                     」を 

 「 

  別表第３（第１２条，第１５条関係） 

                   」に改める。 

 （三次市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例の一部改正） 

第５条 三次市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第

１３１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「体育の振興」を「体育の推進」に，「スポーツ活動の促進」を「ス

ポーツ活動の推進」に改める。 

  第１６条を第１７条とし，第１２条から第１５条までを１条ずつ繰り下げる。 

  第１１条第１項中「第８条」を「第９条」に改め，同条を第１２条とする。 

  第１０条を第１１条とし，第９条を第１０条とする。 

  第８条各号列記以外の部分中「，第６条」を「，第７条」に改め，同条を第

９条とする。 

  第７条を第８条とし，第６条を第７条とする。 

  第５条の２を第６条とする。 

  別表中 

 「 

  別表（第９条関係） 
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           」を 

 「 

  別表（第１０条関係） 

            」に改める。 

 （スポーツ・文化みよし夢基金条例の一部改正） 

第６条 スポーツ・文化みよし夢基金条例（平成１９年三次市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中「スポーツ・文化の創造及び振興」を「スポーツの推進並びに文化

の創造及び振興」に改める。 

 （三次市文化振興基金条例の一部改正） 

第７条 三次市文化振興基金条例（平成１６年三次市条例第１１１号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２項中「寄付金相当額」を「寄附金相当額」に改める。 

 （三次市歴史民俗資料館設置及び管理条例の一部改正） 

第８条 三次市歴史民俗資料館設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第１２

６号）の一部を次のように改正する。 

  第８条を削り，第７条を第８条とし，第６条を第７条とする。 

  第５条の２を第６条とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日又はスポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）の施

行の日のいずれか遅い日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに改正前の三次市スポーツ振興審議会設置条

例第５条の規定により任命された三次市スポーツ振興審議会委員については， 

 この条例第１条の規定による改正後の三次市スポーツ推進審議会設置条例第５

条の規定により任命された三次市スポーツ推進審議会委員とみなす。 

 

 


